
豊予海峡ルートに係る官民連携手法検討調査業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１． 趣旨 

大分県では、豊予海峡ルートの実現に向けた調査研究等を進めている。豊予海峡ルートの整備には

多額の事業費を要することが見込まれており、従来の公共事業手法のみでは国及び関係自治体の財政

負担が過大となるおそれがある。そこで、ＰＦＩ方式等の多様な官民連携手法を活用した有料道路事

業スキームの可能性について検討する。 

本要領は当該業務を遂行できる事業者を、公募型プロポーザルで選定するため必要な事項を定める。

なお、受注者特定のための提案書等の提出にあたっては、大分県契約事務規則及び関係法令に定める

もののほか、本実施要領によるものとする。 

 

２． 事業者選定の概要 

（１）主催者及び事務局 

ア 主催者 大分県 

イ 事務局 大分県企画振興部 交通政策局 交通政策企画課 広域交通班 

住 所 〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 

電 話 097-506-2155 ファックス 097-506-1731 

ホームページ https://www.pref.oita.jp/site/nyusatu-koubo/oita2026pfi.html 

電子メールアドレス a10530@pref.oita.lg.jp 

 

（２）豊予海峡ルートに係る官民連携手法検討調査業務委託事業者選定委員会 

本事業者の選定は、別途定める委員（以下「選定委員」という。）により構成される「豊予海峡ル

ートに係る官民連携手法検討調査業務委託事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）が行

う。 

 

（３）選定方式 

本事業者選定は、公募型プロポーザル方式で行う。 

審査は、豊予海峡ルートに係る官民連携手法検討調査業務委託提案書審査基準表（以下「審査基

準表」という。）により、参加表明書及び提案書等を基にプレゼンテーション及びヒアリングを行

い、最も評価の高い提案者から順に契約予定者及び次点者を選定する。ただし、最高評価得点が複

数ある場合は、選定委員の協議により決定する。 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.oita.jp/site/nyusatu-koubo/oita2026pfi.html
mailto:a10530@pref.oita.lg.jp


（４）主なスケジュール 

募集の公告及び実施要領等の配付 令和８年４月２日（木）から 

質問書提出期間 令和８年４月６日（月）から４月 10 日（金）まで 

質問に対する回答期限 令和８年４月 15 日（水） 

参加表明書等の提出期間 令和８年４月３日（金）から４月 16 日（木）まで 

提案書等の提出期限 令和８年５月 15 日（金）（必着） 

審査（プレゼンテーションとヒアリング） 令和８年５月 19 日（火）（予定） 

審査結果の通知 令和８年５月 20 日（水）（予定） 

 

３．応募資格 

応募資格を有する者（共同企業体の場合は全ての構成員）は、公告日現在において、次に掲げる（１）

～（６）の要件を全て満たす者とする。 

（１）単体又は２者の共同企業体により参加する者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）大分県知事から競争入札参加資格の停止措置を受けていないこと。 

（４）参加表明書の提出期限日以前３箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した

事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産の申立て、会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（６）平成２８年度以降に、国や地方公共団体が発注する民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、民間活力

の導入可能性について調査業務を受注し、完了した実績があること。 

 

４．審査に係る手続等 

（１）実施要領及び参加表明書等の様式の配付期間等 

ア 配付期間 

  令和８年４月２日（木）から。 

イ 配付方法 

大分県庁ホームページからダウンロード 

ホームページ https://www.pref.oita.jp/site/nyusatu-koubo/oita2026pfi.html 

 

（２）参加表明書等 

ア 参加表明書等の提出期限 

業務委託の手続開始の公告日から令和８年４月１６日（木）１６時までとする。なお、土曜日、

日曜日及び祝日は除く。 

イ 参加表明書等の提出書類 

・参加表明書（様式２－１）及び共同企業体協定書（任意様式）の写し（共同企業体の場合） 

・事業所概要（様式３） 

・誓約書（様式４） 

https://www.pref.oita.jp/site/nyusatu-koubo/oita2026pfi.html


・参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は辞退届（様式２－２）を提出すること。 

ウ 参加表明書等の提出方法 

電子ファイル（ＰＤＦ形式）を事務局（２．（１）イ）の電子メールアドレスに送付すること。

なお、件名又は本文には「豊予海峡ルートに係る官民連携手法検討調査業務委託」の文言を入

れ、当該業務の参加表明書等の送付が分かるようにすること。 

エ 受付番号の通知 

参加表明書等を提出した応募者には、事務局から電子メールで受付番号を通知するので、提案

書等には受付番号を明記すること。 

 

（３）提案書等 

ア 提案書等の提出期限 

提案書等の提出者選定通知の翌日から起算して１０日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）以内

（令和８年５月１５日（金））の１６時までとする。なお、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

イ 提案書等の提出書類 

本実施要領及び仕様書を参照のうえ作成し、提出すること。 

・実施体制（様式５－１）及び担当者実績調書（様式５－２） 

・応募者の業務実績調書（様式６）及び契約書の写し等 

・提案書（様式７） 

・見積書（自由様式）及び仕様書（自由様式） 

※見積書は本業務への取り組みを踏まえて必要な経費を算出し作成すること。その際、直接

経費と諸経費に分けて記載するとともに、直接経費は作業項目ごとに記載すること。 

※仕様書は業務内容説明書に追記すること。 

ウ 提案書等の提出方法 

４．（３）イの提出書類を１セットとし、計７部持参又は郵送（書留郵便に限る）にて事務局

（２．（１）イ）まで提出すること。なお、見積書及び仕様書は封筒に入れ厳封するとともに、

ＰＤＦ形式データに記録した電子媒体（ＣＤ又はＤＶＤ）を提出すること。 

（４）費用負担 

提案書等作成及び提出に係る費用は、応募者側の負担とする。 

 

（５）質疑応答 

質問書（様式１）は、電子ファイル（ＰＤＦ形式）を事務局（２．（１）イ）の電子メールアドレ

スに送付すること。質問に対する回答は、質問を受理した日の翌日から起算して３日（土曜日、

日曜日及び祝日を除く）以内に、質問者及び参加表明者に対して電子メールにより行う。 

ア 質問書の提出期限 

令和８年４月６日（月）から令和８年４月１０日（金）１６時までとする。なお、土曜日、日

曜日及び祝日は除く。 

イ 質問に対する回答期限 

令和８年４月１５日（水） 

ウ その他 

質問の回答事項については、本実施要領の追加又は修正とみなす。 



 

（６）審査（プレゼンテーションとヒアリング） 

ア 令和８年５月１９日（火）を予定しているが、実施方法、実施時間、場所及びその他詳細につ

いては、参加表明書に記載された応募者の電子メールアドレス宛に別途通知する。 

イ 応募者による「提案書等」の説明（プレゼンテーション）と選定委員によるヒアリングを行う。 

ウ プレゼンテーションは２０分以内とし、提案書に記載のない内容の説明や時間を超過した場合

は、プレゼンテーションの中止や打ち切りを行う。 

エ プレゼンテーション終了後、提案書の内容（実施方針など）や実施体制（会社や担当者の実績

など）について２０分程度でヒアリングを行う。 

オ 出席者は５名以内とする。ただし、出席者は応募者の社員に限る（共同企業体にあっては、代

表企業及び構成企業の両社の社員に限る）。なお、出席者は写真付きの身分証明書を持参するこ

と（持参していない場合は、出席を認めない）。 

カ その他 

・ヒアリングに際し、事前に提出された資料に対する差し替えや追加資料の提出は認めない。 

・ヒアリング時の質問に対して必要と考える資料の提示については、これを妨げない（提示方

法は問わない）。 

・プレゼンテーションで用いた資料は、電子媒体（ＰＤＦ形式）及びそのすべてを印刷したも

の（原則Ａ４サイズとし、判読困難となる場合はＡ３サイズとする）を各１部提出のこと。 

・プレゼンテーション及びヒアリングについては、音声の録音を行う。 

・会場に用意されたパソコンを使用する場合は、当日は電子媒体（ＣＤ又はＤＶＤ）でデータ

を持参すること。持参する電子媒体は、事前に必ずウィルスチェックを行うこと。ウィルスチ

ェックソフトは特に指定しないが、最新のウィルスも検出できるようにウィルスチェックソ

フトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用し、電子媒体のラベル面にウ

ィルスチェックに関する情報（ウィルスチェックソフト名、ウィルス定義年月日又はパターン

ファイル名、チェックを行った年月日）を明記すること。なお、ウィルスチェックを行ってい

なかった場合は、非特定とすることがある。会場に用意されたパソコンにおいて、使用可能な

ソフトは、Exce1、Word、PowerPoint（Microsoft 365 MSO）である。また、参加表明者のパソ

コンを持ち込むことはできるが、会場に用意されたプロジェクターと接続した場合の動作は

保証しない。当日ヒアリング会場で、動作確認を行う時間を５分程度設ける。 

・プレゼンテーション及びヒアリングに欠席した場合（身分証明書を持参していない場合を含

む）は受注の意志がないものとみなし、審査の対象としない。 

 

（７）審査の公開 

プレゼンテーション、ヒアリング及び審査は非公開とする。 

 

（８）選定結果の発表 

ア 契約予定者を特定した場合は、以下の事項について提案書等を提出した者に対して速やかに審

査結果を様式９により通知する。 

イ 特定された者に対しては、特定通知書（様式１０－１）により通知する。 

ウ 特定されなかった者に対しては、非特定通知書（様式１０－２）により通知する。 



エ 上記ウの通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して１０日（土曜日、日曜日及び祝日

を除く）以内に、書面（様式自由）により、大分県知事に対して非特定理由についての説明を求

めることができる。 

オ 上記エの回答は、書面を受理した日の翌日から起算して１０日（土曜日、日曜日及び祝日を除

く）以内に、説明を求めたものに対して書面により回答を行う。 

カ 非特定理由の説明請求の受付方法、受付時間、受付場所 

 ・受付方法は持参、郵送(書留郵便に限る)によるものとする。 

 ・受付時間は１６時までとする。なお土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

 ・受付場所は２．（１）イと同じ。 

 

５．委託する業務内容等 

（１）委託業務名 

  豊予海峡ルートに係る官民連携手法検討調査業務委託（以下「業務委託」という。） 

 

（２）業務の内容等 

ア 本業務委託は、豊予海峡ルートの有料道路事業スキームの可能性について検討を行うものであ

る。詳細は、仕様書の内容を参照すること。 

イ 契約に際しては、業務の詳細について大分県（発注者）と契約予定者の双方で確認を行う。 

 

（３）契約限度額 

業務委託の契約限度額は、20,000,000 円以内（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

 

（４） 業務委託の契約等 

ア 選定された最優秀者を業務委託の第 1 位契約候補者（以下、「契約候補者」という。）とし、契

約締結交渉を行うものとする。 

イ 参加表明書等の提出者が 1 者となった場合は、審査の結果、一定以上の評価であれば、契約候

補者とする。 

ウ 契約候補者が本事業者選定以後に６．その他（１）の失格事項に該当すると認められた場合、

大分県（発注者）と契約候補者による本業務委託契約締結交渉が不調となった場合又は、都合に

より辞退した場合は、次順位者である次点者と契約交渉を行うこととする。 

エ 本事業者選定以後、業務実施体制が著しく変わった場合、又は６．その他（１）の失格事項に

該当すると認められた場合は、契約候補者としての地位を取り消す場合がある。さらに、本契約

締結後においては、その契約を解除する場合がある。 

オ 本事業者選定以後、契約候補者は、「実施体制（様式５－１）」に記載する「再委託先又は協力

先」と再委託契約等を締結した場合は、直ちに再委託契約等の内容がわかる資料（再委託契約等

の締結日及び業務内容が記載されたもので契約金額は不要）を事務局に提出すること。（再委託

契約を本事業者選定の審査時までに求めるものでない） 

カ 大分県（発注者）は、契約候補者が、「実施体制（様式５－１）」に記載する「再委託先又は協

力先」と、本業務委託締結後直ちに、契約候補者を通して、守秘義務に関する覚書を締結するも

のとする。 



 

６．その他 

（１）失格事項 

次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。 

ア 参加表明書等及び提案書等に虚偽の記入をした者。 

イ 公告日現在において応募資格がなく提案書等を提出した者又は本公告日から委託契約の前日

までの間に、３．応募資格（１）から（６）の応募資格を有しなくなった者。 

ウ 参加表明書等及び提案書等の作成留意事項、提出方法及び提出期限に適合しない者。 

エ 提案書等を複数案提出した者。 

オ 選定委員又は関係者と本計画に関する接触を行った者。 

カ 提案書等に盗用した疑いがあると選定委員会が認めた者。 

キ その他、選定委員会が不適格と認めた者。 

 

（２）提案書等の取扱い 

ア 提出後の提案書等は、提出期限内であれば再提出を認める。 

イ 特定されなかった者は、提案書等の返却を求めることができる。 

ウ 提出された提案書等は、提出者に無断で使用しないものとする。 

エ 提案書等の選定を行う際、必要な範囲において提出者に通知することなく複製を作成すること

がある。 

オ 提案書等は、分かりやすい表現で簡潔に説明すること。なお、概念図、イラスト、イメージ図、

図面等を用いることができる。 

カ 見積書の提案金額は、提案書の業務を踏まえて必要な経費を算出して作成すること。限度額は、

５．（３）に示す契約限度額とおりである。また、積算の参考とするため、特定者には再度見積

もりを依頼することがある。 

キ 仕様書以上の内容が盛り込まれている場合は、そのアピールポイントが分かるように記載する

こと。 

 

（３）使用する言語、通貨及び単位 

日本語、日本国通貨及び計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位とする。 

文字サイズは 10 ポイント以上とする。 


